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平成２７年４月２８日 

大臣官房政策課評価室 

 

 

 

文部科学省政策評価に関する有識者会議における 

総会・分科会・ＷＴの役割分担等について 

 

 

 

 政策評価に関する有識者会議の運営に関し、総会・分科会・ＷＴの役割分担等につ

いては、下記のとおりとする。 

 

 

【総会】 

政策評価に関する基本計画や翌年度の政策評価に関する実施計画等について助言

を得る。 

 

 

【分科会】 

各局課が作成する事後評価結果や行政事業レビューシート、独立行政法人の自己評

価結果等を踏まえ、 

・ 施策の目的や目標が明確になっているか 

・ 政策目標・施策目標と事業等との整合性や類似事業との適切な役割分担が確保さ

れているか 

・ 予算以外の手段との効果的な組み合わせが図られているか 

などの観点から、施策単位でのＰＤＣＡサイクルが適切に実現されているか助言を得

る。 

その際、必要に応じて、行政事業レビューシートや独立行政法人の自己評価結果等

を参考資料として用いることとする。 

 

 

【ＷＴ】 

中期目標管理法人の評価等について助言を得る。 
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国立特別支援教育総合研究所

教員研修センター

国立女性教育会館

国立科学博物館

政策目標１ 生涯学習

政策目標２ 学力向上

政策目標３ 義務教育

日本学術振興会

防災科学技術研究所部会

科学技術振興機構部会

海洋研究開発機構部会

日本原子力研究開発機構部会

理化学研究所部会

放射線医学総合研究所部会

物質材料研究機構部会

助言

助言
（研発法人関係）

高
等
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初
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中
等
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分
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会 国立青少年教育振興機構

ス
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文
化
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政策目標４ 高等教育

政策目標５ 奨学金制度

政策目標６ 私学振興

政策目標１３ 国際

大学入試センター

大学評価・学位授与機構

国立大学財務・経営センター

日本学生支援機構

国立高等専門学校機構

日本私立学校振興・共済事業団

政策目標１０ 原賠

政策目標９ 重点化

政策目標７ 総合推進

政策目標８ 基礎研究
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理化学研究所

放射線医学総合研究所

物質・材料研究機構

宇宙航空研究開発機構

防災科学技術研究所

科学技術振興機構

海洋研究開発機構

日本原子力研究開発機構

WT（部会）

WT（部会）

WT（部会）

WT（部会）

WT（部会）

WT（部会）

WT（部会）

WT（部会）

WT（部会）

WT（部会）

WT（部会）

WT（部会）

WT（部会）

WT（部会）

WT（部会）

WT（部会）

宇宙航空研究開発機構部会
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日本スポーツ振興センター

国立美術館

国立文化財機構

日本芸術文化振興会

政策目標１２ 文化

審議結果の共有

（18名）

（6名程度。総会委員が分属）

（6名程度。総会委員が分属）

（6名程度。総会委員が分属）

政策目標１１ スポーツ振興
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通則法上の
規定

議決権

中期目標の策定について
の意見

第29条第3項 委員会 ○

中期目標の変更について
の意見

第29条第3項 委員会 ○

中期計画の認可について
の意見

第30条第3項 委員会 ○

中期計画の変更の認可に
ついての意見

第30条第3項 委員会 ○

各事業年度の評価 第32条第1項 委員会 ○

各事業年度の評価後の勧
告

第32条第3項 委員会 ○

中期目標期間の評価 第34条第1項 委員会 ○

中期目標期間の評価後の
勧告

第34条第3項 委員会 ○

中期目標期間終了時の所
要の措置についての意見

第35条第2項 委員会 ○

業務方法書の認可につい
ての意見

第28条第3項 部会 ×

業務方法書の変更の認可
についての意見

第28条第3項 部会 ×

財務諸表の承認について
の意見

第38条第3項 分科会 ×

独立行政法人の財務諸表の承認に係る事務については、その真実性・適正性を中心にした審査事務であ
り、また、独立行政法人においては監事あるいは会計監査人による監査を受けることとされているとこ
ろでもあることから、中期目標や中期目標期間の業務実績評価を点検する委員会が意見を述べる場面は
実質的に想定し難い。したがって、財務諸表の承認の際における委員会への意見聴取は行わないものと
する。

剰余金の使途の承認につ
いての意見

第44条第4項 部会 ×

短期借入金限度額を超え
た借入及び短期借入金の
借換についての意見

第45条第4項 部会 ×

不要財産に係る国庫納付
等の認可についての意見

第46条の2第
5項

部会 ×

不要財産に係る民間等出
資の払戻しの請求ができ
る旨の催告の認可につい
ての意見

第46条の3第
6項

部会 ×

不要財産以外の重要財産
を譲渡又は担保に供しよ
うとすることの認可につ
いての意見

第48条第2項 部会 ×

役員の報酬及び退職手当
の支給基準についての意
見

第53条第2項
第62条第1項

委員会 ×
今般の制度改正により、これまで各府省評価委員会が担っていた評価を主務大臣自らが行うこととなっ
たことに伴い、旧法第53条に規定する役員報酬等基準の各府省評価委員会への通知義務等を削除するこ
ととした。

積立金の処分についての
意見

個別法規定
事項

部会 ×

長期借入金及び債券発行
の認可についての意見

個別法規定
事項

部会 ×

長期借入金及び債券の償
還計画の認可についての
意見

個別法規定
事項

部会 ×

役員退職時の業績勘案率
に係る評価

各独法等役
員退職規程
規定事項

分科会 ×
今般の制度改正により、これまで各府省評価委員会が担っていた評価を主務大臣自らが行うこととなっ
たことに伴い、旧法第53条に規定する役員報酬等基準の各府省評価委員会への通知義務等を削除するこ
ととした。

ワーキングチームにおける審議項目

事項
旧制度 現

制
度

有識者への意見聴取を×不要とする理由（改正通則法の逐条解説より抜粋）

今回の独立行政法人改革においては、法人を政策の実施機関と位置付けるとともに、評価主体の見直し
や是正命令の導入など政策の責任主体である主務大臣の役割を強化することとしている。
また、新たに設置される委員会は、現在の政独委と異なり、個別の業務内容に踏み込んで自ら「二次評
価」を行うのではなく、主務大臣による目標設定や中期目標期間の業績評価等について点検することを
目的としており、各主務大臣の個別の処分等の適否について意見を述べる枠組みとはなっていない。
このほか、
・これまでの経験により、処分等を行うに当たってのノウハウは相当程度蓄積されていること
・財産関係の認可等については財務大臣との協議が必要とされており主務大臣以外の第三者の立場から
のチェックが行われていること等
を踏まえ、通則法において、主務大臣が処分等を行うに当たって第三者機関の意見を聴く旨の規定はす
べて削除し、政策の責任主体である主務大臣が、必要な関係行政機関との協議を行いつつ自ら判断する
ことを明確にしたものである
したがって、財産関係の認可等の際における委員会への意見聴取は行わないものとする。

・これまでの経験により、処分等を行うに当たってのノウハウは相当程度蓄積されていること
・財産関係の認可等については財務大臣との協議が必要とされており主務大臣以外の第三者の立場から
のチェックが行われていること等
を踏まえ、通則法において、主務大臣が処分等を行うに当たって第三者機関の意見を聴く旨の規定はす
べて削除し、政策の責任主体である主務大臣が、必要な関係行政機関との協議を行いつつ自ら判断する
ことを明確にしたものである
したがって、財産関係の認可等の際における委員会への意見聴取は行わないものとする。

評価主体が各府省評価委員会から主務大臣に変更され、新たに設置される委員会は中期目標や中期目標
期間の業務実績評価の点検業務が中心となることに鑑み、主務大臣の判断において行い、新たに設置さ
れる委員会への意見聴取は行わないこととするため、業務方法書の認可に係る第三者機関（委員会）へ
の意見聴取に係る規定を削るものである。
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